
大和市告示第１０１号 

大和市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業実施要綱の一部を改正する要綱を次の

ように定める。 

令和６年５月３０日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業実施要綱の一部を改正する要 

綱 

大和市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業実施要綱（令和５年大和市告示第１３１

号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第３号中「令和６年５月３１日」を「令和６年８月３１日」に改める。 

第８条の表こども加算対象世帯の項中「令和６年５月３１日」を「令和６年８月３１日」に、

「令和６年５月１日」を「令和６年８月１日」に改める。 

附則第２項中「令和６年７月３１日」を「令和６年１０月３１日」に改める。 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 


